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 ＜審議内容＞ 

 

【事務局から開会】 

【教育長挨拶】 

【会議設置要項第 4 条により、互選により清水委員を座長に定める】 

 

○清水座長 

皆さん経験豊富なそれぞれの専門の皆様の中で座長に選んでいただきましたこ

と、誠にありがとうございます。誠心誠意務めさせていただきたいと思います。 

副座長の指名をということでございましたが、我が国では全国的に部活動の中

ではどうしても運動部というのが主流になっていてですね、文化部というのは

どこか横に置かれているという、また生徒たちの中でも、スクールカースト上

運動部の子たちが上で、文化部の子たちは周辺的っていうそういう扱いをして

きたと、これはよくないことだというふうに私は思っています。 

今回は文化振興財団の方でありますとか、オーケストラの関係の方もいらっし

ゃっていますので、これを機会に子供たちのスポーツと文化活動っていうのを

一緒に推進していくという観点からも、文化振興財団の理事長をお勤めの飯野



 

様に副座長をお願いしたいと私の方からお願いしたいと思いますがいかがでし

ょうか。 

 

【会議設置要項第 4 条により、清水座長が飯野委員を副座長に指名】 

 

○清水座長 

それでは議事進行を始めさせていただきたいと思います。 

最初に私の方から一言だけ申し上げたいと思っていることがあります。 

それは今日もたくさん資料が印刷されていますので、見つけにくいと思うので

すけども、この中に令和 4 年のスポーツ庁の検討会議の提言という資料があり

ます。その資料の下の方に、地域における新たなスポーツ環境の在り方とその

構築方法等(第 2 章)という部分がありまして、一番下に構築方法等という欄が

ございます。私が言わんとしていることはこのような会議体を令和 4 年の段階

で本当は作っておかなければいけなかったということです。 

つまり部活動をどうしていくかっていうことについては、もう全国的にすでに

多くの先進事例、今日は小山さんなんかもいらっしゃっておりますが、事例が

出ていて、こういうふうに組織的に自治体として取り組むっていう歩みが少し

遅れているんじゃないかというふうに私は見ています。 

ですので、この会議体も少しスピード感を持って、非常に難しい問題ではあり

ますけども、集中的に審議していかなければいけないと思っていますのでご協

力をお願いします。 

それではまず、報告事項ということで事務局の方から報告をお願いいたします。 

 

【事務局から報告(1)部活動地域展開に係るこれまでの取り組みと現在の状況の説明】 

 

○清水座長 



 

これまでつくば市として取り組んできた進捗のご報告でしたけども何かご質問

ありますでしょうか。私が冒頭に申し上げましたように、本来であれば自治体

としての基本的な展開の仕方をプランニングしてから現場で動くっていうのが

普通は筋なのだろうと思うのですが、やはり上からせっつかれるものですから。

それぞれ実証事業等に取り組まれたりして、学校ごとに今実情が違うというの

は校長先生たちご存じだろうと思います。 

ですので、これからすり合わせをしていかないといけないという状況にあると

思いますし、いろんな先ほどの支援金の創設とか、もうそういう制度ももう動

き始めていますから、そういうことの周知もこれからさらにしていかなきゃい

けないと思います。ご質問なければ、続けて課題の方にご説明お願いします。 

 

【事務局から報告(2)これまでの取り組みにおける課題の共有について説明】 

 

○清水座長 

ありがとうございました。 

それでは少し時間を取って質疑の時間としたいと思いますが、特にこれまでの

課題っていう部分について、私が最初に伺いたいのは学校現場の先生方のご意

見なのですけども、これまで部活動っていうのは学校に設置されてきましたの

で、もちろん学校によってその部活の種類とか、数は違いますが基本的にどの

学校に行っても、好きなスポーツや文化活動を選んで安価に学校という場で楽

しめるっていう公平性を担保してきたと思うんです。これはもう学校というの

は公共サービスですから指導要領に則ってスタンダードを持って共有しなが

ら、全国展開するわけです。ところがこれが地域に展開するっていうことにな

ると、当然地域の資源や実態や様々な事によって差が生まれるっていう、地域

差の問題ですね。こういうことについて学校の先生方の立場として、どんなふ

うにお考えなのかっていうことを、校長先生を代表してということでなくても



 

いいんですが、ご意見いただければと思います。 

○尾見委員 

はい、つくば市学校長会の尾見です。中学校、義務教育学校の校長の集まりで

もよくこの話題は取り上げて考える場がありますが、ざっくり言ってなかなか

難しいよねっていうのが今の校長たちの率直な考え方でして、そもそもが地域

展開が謳われる前の段階で、教員の部活動に関わる時間の縮小というもので、

働き方改革を進めようというのが、かなり前の議論のスタートだったように思

います。そういう中で、子供たちの関心、或いは興味を、運動や文化、芸術の

方に伸ばしてあげようということで、脈々と日本の中学校では部活動が展開さ

れてきたということがあるのですが、いかんせん地域クラブといいますか、い

わゆるクラブ活動があちらこちらで普及し始めるにつれて、特にサッカーだと

か野球の部活動に所属する子たちが激減してきているという実情もあり、また

スイミングとか陸上競技のように、個人スポーツへの志向の変化というふうな

ものも大きく影響しているところもあって、集団スポーツの部活動だとか、あ

るいは吹奏楽なども含めて、そういう集団での活動というものを好まないとい

うか選択をしない子たちが増えてきているという現状もあると思うのです。 

そういう様々な要素を考えていく中で、本校ももちろんそうですけども、活動

をさせたいという保護者の気持ち、もちろんそれは子供の声を反映した上でだ

と思うんですが、活動させたいという保護者の気持ちをうまく生かしていきな

がら、教員が週末とか、ゆくゆくは平日の部活動からも離れていく、そういっ

た場合には、やはり子供がやりたい、保護者がやらせたいという希望を保障し

てあげられるような環境をやはりいくつか提案をしていくようなことができれ

ば、部活動を地域の方々に担っていただく部分が増えていくのではという感触

は持っています。ただ、地域差があって、担える方々がどれほどいるかという

ことがやはりどうしてもネックであるかなと考えます。 

○清水座長 



 

その他ご質問ある方どうぞご自由にご発言ください。 

○森田委員 

森田です。もしかしたら今後の方向性の中で議論される話なのかもしれません

けど、保護者の立場として、子供を見る立場として、今後自分のたちの子供の

部活は、どこで何をしたらいいんだっていうのが、やっぱりどうしても興味に

なってくるんですよね。でも、例えば僕らの周り、春日学園で新しい活動をす

ると言っても、その活動を立ち上げられますかという議論をそこでしても、や

っぱり難しいなと思っていて、今後こういう話って、今実証事業みたいな話で

できることから、できる場所で進めていますけども、残った場所どうするんで

すかという議論が多分出てきちゃうのかなと思っています。 

そういうところって、つくば市全体である程度、コントロールしながら進めて

いかないと、結局、その地域その地域でいいことだけ進めていくっていう形に

なると、結局、できないから遠くまで車で通わなくちゃいけないとかそういう

話なってくると思うので、全体で見た取組が必要になってくるのかな、と感じ

ています。 

○清水座長 

他いかがでしょうか。はいどうぞ。 

○宮田委員 

つくば市 PTA 会長宮田です。課題は非常によくわかりました。 

先ほど座長からお話があったとおりスピード感をもって議論しなければなりま

せんが、一体これは誰がリーダーシップをとって解決策を見出していくべきな

のかがよくわかりません。PTA なのかコミュニティスクールなのか学校なのか

市なのか。今、色々な課題があることを皆さん方はおそらく認識し始めていま

すが、そのファーストアクションを誰が起こすべきなのかが、ちょっとやっぱ

りよく見えないと思います。 

これまでの先進事例の紹介がいろいろありましたが、その最初のアクションを



 

一体どういう形でとられたのか、PTA なのか、各部活動の保護者会なのか、コ

ミュニティスクールなのか、何かその辺りがわかるとありがたいと思います。 

おそらく課題の解決策は地域によって違うと思うので、地域とどういうふうに

話し合って折り合いをつけていくか、もしかしたら最適な方法は地域によって

違うのかもしれませんが、何かモデルケースというか、こういう方法がありま

すよというのを提示して、解決に向けて動いていくことが必要なのかなという

ふうに思っています。 

○清水座長 

今の点は今後の方向性でいいですか。 

○事務局 

はい、今後の方向性のところでもお話させていただきますし、他の自治体さん

の事例なんかもまたご紹介できればとは思うんですけれども、実態として考え

方が本当に自治体によって違うというのが実情ではありまして、市が調整して

進めていく中でも教育委員会という場所で、どちらかというと部活動に完全に

軸足を置く形で活動づくりを行っていくケースと、市民活動として、生涯スポ

ーツ、生涯文化活動っていう側面から、市としてのスポーツ環境文化環境づく

りというようなところで学校部活動はもう完全に縮小のみで、新しくこっちで

活動をゼロからつくっていくケースがあります。そこに携わる主体としては、

もちろん地域の団体さんですとか、或いは地元の企業さんとか商工会議所さん

とかと連携してそういった活動を作っているケースもありますし、そこはすご

く様々な活動のあり方があり、今の部活動の種目っていうだけではないという

発想です。その場合には、地元の企業さんとかが関わっていく場合には例えば

製造業に関心を持って欲しいから、ものづくりの活動を 1 つの地域の部活動み

たいにしてしまおうとか、そういうような発想でやっているような自治体さん

もあります。 

○宮田委員 



 

ありがとうございます。ちょっと質問の仕方が悪かったです。そういうのはわ

かるのですが、その交渉を誰がやらないといけないのかが分かりません。PTA

からすると学校にやっていただきたいという思いもあるのですが、学校側も先

生に聞くと情報がないからわからないと言われます。では PTA がやろうかとい

ってもやはり PTA も情報がなく、コミュニティスクールなのかなと。 

今もう時間がすごく限られていて、あと半年、1 年ぐらいしかない中で、三す

くみ四すくみの状態になってしまっています。でも一方では、部活独自でいろ

んなところと交渉されているところもあります。要するに受け入れのキャパシ

ティは限られているわけなので、その取り合いになるようなことが水面下で動

いているという話も聞いていて、ちょっとそれはよくないのではと思っていま

す。 

課題はいろいろあるのはわかるのですが、それをどうやって、どういう体制で

解決していくかということも一緒に考えないといけないと思っております。ち

ょっと焦っています。 

○清水座長 

まさにそれが今なかなか全国的に進まない中心的な課題です。 

要するに組織化が進んでないっていうことだと思うのですが、今後の方向性の

中にエリア制っていうのがありますね。その下に運営母体っていうのがありま

す。つまりこれからまずやらなきゃいけないのはそれぞれのエリアごとの運営

母体を作るっていうことで、PTA がだけが動くとか学校が動くとか、そういう

ことではなくてこれは全市的な集まりですけど、ブロックごとにこういう協議

体を作って、合意を図って進めていくっていうことの提案なんだろうと思いま

す。 

○宮田委員 

ありがとうございます。まさにおっしゃるようなことが議論できればいいなと

思います。ありがとうございます。 



 

○森田委員 

すいません。 

今の質問と本当に同じことなのですけど、結局全体でやって欲しいなと思って

いるのですが、ちょっと言葉の定義で確認したくて、パッチワーク式って言っ

ているのはどういうことですかね。各所で勝手にそれぞれに進んでしまってそ

れが継ぎ接ぎなんていうのが僕はよくないなと思っていて、それをパッチワー

ク式と呼んでいるのかなと僕は認識していますが、その認識でよろしいでしょ

うか 

○事務局 

はい、ご認識の通りです 

○清水座長 

他にございますか。よろしいですか。どうぞ。 

○四位委員 

はい。中体連の方の中学校体育連盟の会長を今年度仰せつかっております。 

今本当にたくさんお話があって課題も非常に見えてきているところであるので

すが、視点がずれてたら大変申し訳ないんですけども、最初に教育長先生がお

っしゃったように、部活動が学校教育にもたらす意義ってものすごく大きくて、

本当に部活動で救われる生徒とか、そこに生きがい、やりがいを持って進んで

いく子たちっていうのをたくさん見ておりますので、また保護者の方々も部活

動をやってきた世代で、当たり前のように学校で行われていくっていう認識が

非常に強くあって、学校に求められる部分ももちろんあるし、学校としても、

本当にそこの意義を大きくとらえているので、これからのことに関しては、や

や不安はもちろんございます。 

今こういった中で、ある程度方向性が示されていけば、地域、地区によって大

分格差はありますが、市としてひとつこういう方向で、ということを、きっと

せーのでドンっていうのはなかなか難しいのですけども、今後こういう方向で



 

というのはこれからね、今から示されると思いますが、それをできるだけ早く

進めていって決めていく必要が私はあって、公表していく必要が。 

あると思います。それはなぜかというと、やはりそれぞれの学校、今おっしゃ

られたように、みんな切羽詰まっています。各学校はどうしていったらいいん

だ、もう始まってしまうじゃないかっていうような切羽詰まったところがあっ

て、もう自走が始まっています。 

それぞれが動いているので、それぞれのやり方で今動いちゃっているところが

あるなっていうのが 1 つ思っているので、1 回そうなっていくと、なかなかこ

れをまたまとめていくっていうか、「そっちの方に進めたんだけど、これじゃ

ないの？」っていうふうになってしまっても、またちょっと難しいので、やは

り本当に行くならいろんな手続きとかいろんな段階を踏んでいく必要があるこ

とは重々わかっていますけども、本当にスピード感を持ってやっていく必要が

本当にあって、何ができるかも、こちらとしても本当に考えて、本当に協力し

て、子供たちのために、1 つになってやりたいっていう思いはみんな持ってい

るので、それを考えていきたいなっていう気持ちがあります。 

いろんな課題がありますが、今目の前にいる子供たちをとにかく犠牲にしない、

今の 8 年生 7 年生とかを犠牲にしたくないっていう思いがちょっと強くありま

す。すいませんお願いします。 

〇清水座長 

では事務局から次の議題である今後の運営の方向性について説明をお願いしま

す。 

 

【事務局から議事(1)今後の運営の方向性について説明】 

 

○清水座長 

ありがとうございました。 



 

今日は何かを決めるっていうことではなくて、皆さんの意見を伺って次回以降

の審議につなげるっていう意見交換の会議だというふうに聞いておりますの

で、今の説明を聞いて、ご質問ご意見いただければと思います。 

最初に確認されましたように、活動のあり方っていうことで、これまで運動部

活動っていうのは、多くの場合、特に運動部はですね、競技会志向でやってき

た。なので、中体連っていうのがそれを運営するっていうことが主な仕事でし

たけども、少なくとも今つくば市が休日の地域展開については、これまでの部

活動のようなものというよりは、スポーツや文化活動の入口として楽しめる。

なので、今まで文化活動をやってきた子がスポーツを休日はやるとか、逆にス

ポーツを平日楽しんでいる子が、休日は文化的な活動にもチャレンジするとか、

そういうマルチな活動を保障するっていうこと、もちろん同じことをやっては

いけないということではないですけども、そういうふうにまず底辺を拡大する

っていう方向にどちらかというと今軸足は置いているっていうことを共有でき

るかどうか、そのあたりに対してご意見があったら、いただきたいと思います。

なお、当然そうなりますとこれまで部活動が担ってきたアスリートの発掘や養

成っていうのはどうなるのかっていうことになると思うのですけども、それに

ついては各つくば市や茨城県の競技団体、或いは萩原委員が会長されているス

ポーツ協会の方で、今後のつくば市のジュニアの強化っていうのをどういうふ

うにやるのかと言うことは、先導してご検討いただければというふうに思いま

すが、萩原委員いかがですか。 

○萩原委員 

前段のご意見を承ったり、そしてまた今のご意見を承って、基本的に私の関わ

るスポーツ協会会長も、スポーツ振興担当理事の仕事からも、皆さん方からご

指摘があったようにこの問題のリーダーシップは誰が取るんだ、というご意見

はよく理解できます。これは第一義的には当たり前に行政です。でもその行政

も余りにも複雑すぎてこの問題が。行政もひとかたならぬ努力をしてくださっ



 

ている結果が、やっとここまでまとまってきたのだと思います。 

課外活動が明治以来、何でこんなに問題もなく隆盛をきわめてきたか。それは

学校単位でがやってきた、先生方が指導してくださる安心安全というものが、

当たり前に担保されてきたからです。そこがあるから、今まで本当に長い間続

いてきたのです。 

そのような環境をこれから、それぞれのやっていただくクラブや、団体に求め

ていくことができるか。多分そういうことを、この会議で、分科会のようなも

のを作られて、そこで議論をしていくというところへ繋がっていくのではない

かなと思います。 

大変厄介なのは、いろんなことを議論する以上に実際にもう動いている方が早

いのです。 

この社会の早い動きと状況を把握しながら、なおかつ、今、この会議でやるよ

うなこと、或いは行政が考えるようなことを、どのようにそこに落とし込んで

いって理解をしてもらえるか、これは周りの動きが速くなり動けば動くほど理

解をしてもらえることが複雑になってきます。不可能に近くなってきます。で

きるだけ急ぐ必要があります。 

そして、いろんな問題がある中で一番我々が気をつけなければいけないのは、

今まで中学生が本当に課外活動に参加してきた皆さんが、数を減らしてはいけ

ない。もう、今は否応なしに減ってきちゃっている。「なんでスポーツに金払

わなきゃいけないのだ。」「何でこの時間に行かなきゃいけないの。」「今ま

で学校の先生たちがやってくれて放課後全部やってくれたじゃないの。」そう

いうことも含めて、この機会にスポーツ観だとか、スポーツって何でも勝てば

いいんじゃない、とか、いろんなことを議論する転換期に来ているんです。そ

ういうことを含めて議論をするし、そしてまた理解をされるようなことを行政

含めて、こういった会議を通して市民の皆さんに、提供していく、理解を求め

ることを進めることだと思います。余りにもいろんなことが複雑に絡みすぎて



 

いますから、行政が一義的には責任持たなきゃいけないけれども、行政の中で

さえもどこがやったらいいか簡単に一筋縄ではいかない。だから我々のスポー

ツ協会でもこんなこともできるのではないかと、今その議論もさせてもらって

います。でも、我々の体制の中で本当に引き受けても大丈夫か、引き受けられ

るかという議論も受け入れる側はしっかりしなければいけません。何でもかん

でも引き受ければいいという話ではありませんから。 

本当にそれが、中学生の成長の糧になるようなことができるかどうかという議

論もさせてもらっています。これらを含めて、行政は間違いなくいろんな努力

を強烈にしてくださっています。そこもご理解をいただきながら、この会議は

そういうことも含めて何がしかの方向性を示していただく会議かな、と思いま

す。 

いや俺たちはそんな重いものには触りたくないぞという方もいらっしゃるかも

しれませんが、是非そこをご理解いただいてやっていただければ、多分この会

議は実のあるものになるのではないのかなと思います。 

○清水座長 

ありがとうございます。その他ご質問事項ありますでしょうか。 

特に先ほどご質問あった運営母体ですけども、ここでは統括運営事務局ってい

うのと、エリアごとの非営利団体を設置するっていう形で対応するということ

ですが、具体的にどういう構成メンバーを想定されているのかちょっと今の時

点でお考えになっていることを教えていただけますか。 

○事務局 

はい。今の時点では最終的には統括運営事務局は所定の手続きを経ての契約に

なるので、どこっていう話ではないのですが。やはり最初の部分はやっぱりス

ピード感ですとか、集金業務とかも含めて、民間企業の力も必要かなと考えて

います。なので、統括運営事務局はスポーツ協会ないしはその文化振興財団さ

んとかとも連携を図りながら統括の部分はやっていく、というような体制を作



 

れればと思っています。 

各エリアの運営主体というところについては、すでにもうやってらっしゃるよ

うなエリアっていうのも、みどりのとかはそのままみどりの SCC さんが今やっ

ていただいているような形をうまく生かしながらもできたらいいのかなとも思

っていますが、一応そこは提案ベースというところで考えてはいます。 

運営主体っていうのは必要だとは思っていますのでそこは必ず置くような形で

考えております。 

○森田委員 

森田です。今の部分が一番気になっていて、基本的にはやっぱりどういうふう

にパッチワークじゃない形でうまく作っていくかというのがポイントになると

思っていて、エリアごとの団体が集金とかも含めてコーディネートするってい

うのは非常に大事なのかなと思ってはいるのですけども。 

一方で文化のところはすぐにそこに行かないということがちょっと、どうした

のかなと。いろいろご説明いただいていておそらく関連団体との調整とかスピ

ード感を考えた上で、こうするのがいいと判断されたのでしょうけど、僕のや

っぱ懸念したところをやっぱうまくコーディネートするためには、エリアごと

の調整が必要だろうと思ったので、ここを分けるというところは、ちょっと気

にかかったなってところは 1 つあります。 

○清水座長 

私も最後に申し上げようと思っていたことなのですけども、地域学校協働本部

或いは活動との関係っていうのがきちんと整理されないといけないというふう

に思っているのです。 

この部活動の地域移行の実証事業の事例集の中には、この部活動の地域展開を

地域学校協働本部が担っているという事例が出てきています。 

茨城県の場合は取り組みが遅かったものですからまだ設置率が極めて低くて、

これを全面的担えるような組織力が今のところはないのが実態なのですが。将



 

来的にはこの各エリアの地域学校協働本部の中にスポーツや文化活動というも

のを位置づければ、組織ばっかりいっぱいたくさん作ってもしょうがないと思

いますので、そういうビジョンも考えられるかなというふうには思っています。

他にご質問ありますか。 

○小山委員 

はい。みどりの SCC の小山です。 

みどりの SCC の SCC はスポーツアンドカルチャークラブの略になっています。 

なので、もちろん予算の分配だとか、そういう観点からいくとやはり分ける。 

組織の充実との問題で、スポーツとカルチャーをこう分けるところが今現状あ

るのかなと思うんですけれども、今実際にクラブ運営をしていることに限って

言えば、スポーツもカルチャーも変わりはないと思います。 

それがおそらく保護者の皆様の感覚なのかなと今聞いていて思いました。 

運営しているものとしても、もちろん準備だとか、かかる費用だとか、実態な

んかは違うんですけれども、こと会員管理というところの観点で見れば、会費

をいただいて指導者をお呼びして、活動拠点をちゃんと活動場所を担保するっ

ていうことにもう尽きますので、一緒に進めていくことは全く運営レベルでは

問題ないのかなと思っています。ただその財源だとか、管理する仕組みづくり

については、それぞれの進み具合があると思うので、難しいと思うのですけれ

ども、実態、現場の実態としては全く同時に進めることは問題がないですし、

もちろん指導者謝金のところはもしかしたら、現場の先生方との調整だと思う

のですが、やっていくこと自体は全くできないことじゃないと思っています。 

また令和 9 年 8 月の、休日、地域活動地域展開をしていくという目標設定であ

りますけれども、達成不可能なことを議論してもしょうがないなとは思ってい

てですね、ただ実際やってみている立場としては、令和 9 年の 8 月につくば市

にあるすべての中学校の地域活動が地域に展開されること自体は全く不可能で

はないと思っています。 



 

そのためにできることをそれぞれのステークホルダーの皆さんが協力をして進

めていけば、間違いなく達成できる課題ですし、令和 13 年までに平日もという

国の方針が出ていますけれども、これも不可能ではないと思っています。 

なので、前提としてできないことではないよねっていうところを、今日いらっ

しゃる皆さんとやはり確認をしていく。その根拠をしっかり、実践で今教育委

員会と協定を結んでいただいてやっている立場として、これは自信を持ってお

伝えしたいなと思っています。 

なので、もし実際どうなのっていう現場の話であったり、学校ともかなり協議

をさせていただいておりますので、そういったところの疑問点なんかは具体的

なお話はできるかもしれませんし、中体連でも私、運営の方に、去年一昨年は

サッカー、今年はソフトテニスの方にもお邪魔して中体連の活動も一緒にお手

伝いさせて県南までやらせていただきましたので、そのあたりの仕組みづくり

だったり、その中体連自体もどうしていくのかというところをおそらく県南の

下になりますので、市が変わるとまた県南がどうするのっていうところもあり

ますし、そこも一緒になって考えていくべき問題だと思っています。 

○清水座長 

はい。ありがとうございました。 

○坂口委員 

つくば市教育委員の坂口です。 

皆様のご意見を伺いまして、それぞれ保護者の皆さんの思いですとか、校長先

生方の、今焦っているという思いがひしひしと伝わってきまして、そういった

実際の部活動に関しての現状は今こうなっているんだなっていうことをすごい

実感いたしました。質問ではないんですけども、先生方の働き方改革の関係で

部活動の時間も減ってきている中で、部活動の意義、子供たちの部活で得られ

るものって非常に大きいっていうことも、多分私たち大人世代は部活を当たり

前のように近くでやってきた世代ですので、どうにか継続したいっていう思い



 

があると思うんですよね。 

ただ、先ほど校長先生から伺ったように、だんだん個人志向になってきている

時代だなっていうのは、私が活動している施設に来ている子供たちの様子を見

てもそうですし、スポーツ自体も、サッカーですとか野球ですとか、そういっ

た団体競技は有名な選手も日本で出ておりますので、レベルの高いとこ行きた

いっていうふうに、部活以外のとこでやっていくとか、あと個人スポーツに関

してもどんどんやっていくっていう中で、部活をやっている子供たちが少なく

なっているっていうことも、この時代大きいのかなと思っています。 

一方で、普段、不登校の話ですとか地域活動ですとか地域コミュニティがなく

なってきたっていうことによるいろんな子供や大人の社会課題も見えてきてい

る中で、先ほどおっしゃったような転換期であるっていう部分に関して、部活

から離れてしまった子たちとか離れそうな予感がしている子たちとかが、その

まま地域と繋がっていくことによって、スポーツ文化活動の親しむ機会ですと

か、地域の方と繋がる機会ですとか、今までと違った形で、今まで大切にして

いたものが消えることなく継続できるようなものになるんじゃないかなという

ふうに思います。この今の転換期をうまくスポーツ、芸術文化活動推進協議会

の中でそういったことも含めて協議できればいいなというふうに私自身は感じ

ております。 

○清水座長 

ありがとうございます。次の議題に移りたいと思います。 

それでは議題の 2 番目の地域クラブ活動の認定要件について事務局から説明を

お願いします。 

 

【事務局から議事(2)地域クラブ活動の認定要件について説明】 

 

○清水座長 



 

はい。こちらはかなり具体的な提案で、次回の会議の審議事項になっているこ

とですので、ご覧いただいて、ここはどうなるんだとかこれはちょっと問題じ

ゃないかとか、そういう意見がありましたらお出しいただきたいと思います。 

いかがでしょうか。 

○小山委員 

ありがとうございます。まずその営利活動かどうかの判断基準がちょっとわか

らないなと思っていまして、参加費を取ればそれは営利なのかとか、あと低廉

という言葉の定義はかなり難しいなと思っているのですけれども、そのあたり

はどのようにしていけばいいでしょうか。 

○事務局 

まず低廉というところについてなんですけれども、国の方でガイドラインをも

ってその費用の目安を示すというふうになっておりますので、もう少し具体的

な数字を今後書けるかなと思っています。 

営利かどうかというところは、その運営主体が営利団体かどうかというところ

ではなくてその活動が営利活動になっているかどうかで判断したいと考えてお

り、会計がその活動について完全に切り分けられていて、その活動に係る会計

が参加者に示せるようになっていればいいのではないかなと考えております。 

年間活動の後に金額として残るものがあったとしても、翌年度以降の活動費と

して用意しておく必要があるものもあると思いますので、そういったところも

含めて説明がつくような形になっていれば良いと考えています。 

○小山委員 

ありがとうございます。要するに一般社団法人の営利と非営利の境目のような、

利益を分配しなければ、それは非営利ですということでよろしいでしょうか。 

○事務局 

はい、その認識です。 

○小山委員 



 

ありがとうございます。 

○清水座長 

はい。他にございますでしょうか。 

○森田委員 

森田です。 

ちょっともしかしたら失礼な発言になっちゃうかもしれませんけど、つくば市

スポーツ少年団に加入していること。というところが理解できなかったんです

けども、ガバナンスという話をされましたけども、ガバナンスは何をもってガ

バナンスなのか、他にもいろいろな団体登録の要件が必要だとか、団体の方で

ちょっと考えればいいだろうし、つくば市が作る団体の方でやったっていいだ

ろうし、ガバナンスと言っているのはちょっと理解ができなかったのと、なぜ

この登録を義務づけなきゃいけなかったのかなってのがちょっとよくわからな

かったです。 

○事務局 

はい。ここはちょっと議論いただきたいところの 1 つではあるかなと思ってお

りまして、ガバナンスというのは単純に活動の何かトラブルが起きたときの体

制が、すでに日本スポーツ協会さんの方から、トラブルの対応基準とかも含め

て、スポーツ少年団の中ではすでにできているので、あるものを活用できると

いいのではないかというご提案です。 

ただおっしゃる通り、市の統括運営事務局とかができてその中に、そういうも

のを整備していけば良いのではないかというところは、我々も特に文化活動が

現状体制がなく、スポーツの方はその体制が既存のものがあるというところか

らの走り出しになるので、そこに差があるのがどうかなというところです。併

せて、スポーツ少年団の加入は時期も決まっているというお話を伺っていまし

て、スポーツ協会さんと例えばつくば市の独自の登録みたいなものがつくれな

いかっていうところを現状ご相談させていただいているところではあります。 



 

確かに登録の作業も含めて、いくつか、団体側の方には負荷がかかるような形

にはなるので、そういったところをご理解いただけないような形にはできない

だろうなとは思っていまして、加入費用とかもかかってくるようなものではあ

るので、そこも御議論いただきたい点の 1 つです。 

ただ我々としては、もうすでに例えばスポーツ施設の利用の減免だとか、団体

の名簿の管理だとか、ハラスメント等の相談窓口とかも含めて体制がもうすで

にあるものなので、できればそれを生かしたいなという気持ちで、提案として

最初は書かせていただきました。 

○清水座長 

その点についてはまた次回議論をさせていただければと思いますが、私がスポ

ーツ庁のガイドラインのこの認定制度について最初に読んだときに思ったこと

は、これ何のためにやるのだろうということが一番あります。 

そういう意味で懐疑的でした。といいますのも、配られたガイドラインの概要

の中には、競技力向上を主目的としたチームやスクールと区別するためにこの

認定をすると書いてあるんですね。だけど何でそんなのを区別しなければいけ

ないのか、クラブの中には当然その試合に勝つことを目標にするクラブもある

わけで、それが何で認定されないのか。認定されたクラブと認定されないクラ

ブでは一体どういう扱いが違うのかっていうのもよくわからないですし、地域

のクラブというのは大人のクラブから高齢者のクラブから障害者のクラブまで

全部あるわけで、それをここで認定するっていうわけではないだろうと。 

あくまでも中学校の部活の移行したチームとかサークルとかを認定するってい

うことだと思うのですが。非常に狭くとらえているなと思います。ですので、

行政としてはこの制度を早く進めたいという意向のようですけども、実は数年

前に総合型地域スポーツクラブの登録認定制度っていうのが、JSPO 主導で始ま

りましたが、あれはクラブ側にとってみればほとんど意味がないんですね。な

のでそういう意味のない制度を一生懸命作って行政の人たちが事務ばかり増や



 

してもしょうがないと思いますので、認定クラブっていうものの必要性や意義

も含めて、次回ご意見いただければというふうに思いますが、このあたりでよ

ろしいですか。 

○萩原委員 

すいません 1 つ質問ですが、認定する以上認定する期間が必要ですよね。そし

て認定された期間に対しては公的助成を受けられるという流れでいいんです

か。 

○事務局 

その通りです。今回その認定制度を動かすところの 1 つとして、まず何をもっ

て地域展開先のクラブとしてお示ししていくか、各学校で生徒の皆さんにこう

いう活動がありますよとお示しする段階でも、一定の基準は必要であるという

ふうに考えていて、その中で、最初に申し上げたように地域コミュニティ活動

というのは、幅広く選択肢にはなるとは思うのですが、現状今在籍している生

徒さんも含めたところでご案内していくっていう上では、認定制度が必要で、

認定した団体に対して行政の金銭的支援も含めて入っていくというようなイメ

ージでおります。認定期間も国の方では今最大 4 年までと示されてはいるので、

つくば市として何年の認定期間にするかっていうところはありますが、認定の

受付期間は特に団体が立ち上がるタイミングとかもありますので、最初の段階

では特に移行期間で、どんどんクラブが立ち上がって欲しいという思いもあり、

年間を通して受け付けるということで考えていました。 

○萩原委員 

機関を設定するかどうかは別にしても、この規則を作ったらそれに則っている

かどうかというジャッジをしなきゃいけません。そのジャッジをこの会議でも

いいんです。資料が配られてこういう組織からこういうものが提出されて、中

学校の部活にふさわしいかどうかという議論をしてジャッジをすべきだと思い

ます。ジャッジをしないで出てきたすべてが公的支援の対象になりますよとい



 

うのは、規則を作る意味がないのではないかということを申し上げたいと思い

ます。 

○渡辺委員 

渡辺です。 

こちらの認定の要件ということは、スポーツだけでなく文化部もということに

はなると思うのですが、例えばこちらのつくば市の取り組みの資料に、部活動

の基本情報が入っているんですが、そこの少人数の部活動というのは、外部講

師で多分取り組んでいらっしゃると思うんですけれども、そういういった場合

その部活を継続させるには外部講師の方が、認定要件を満たすようなクラブ活

動認定の要件を満たさなきゃいけないのかとかちょっとそういうことが気にな

ってくるので、やはり今、既存の部活を消滅させたくはないなっていう思いも

ありますし、そこを慎重にやっていただければと思います。 

○事務局 

ありがとうございます。 

休日に現状活動していない活動もありますので、そこはちょっと一旦置いて考

えようと思ってはいますが、休日活動のあるものについてはすべて対象となり

うるかなと思っています。 

外部講師の方がそのまま団体を立ち上げるというパターンもあるとは思ってお

りますが、団体を立ち上げるのはハードルが高いと思う場合もあると考えてい

るため、統括運営事務局の下で活動する上で、エリアの活動団体が認定を受け

て、その団体に指導者として参加して活動するという形だと指導者の方がその

まま指導者としての関われると思っていますので。そういったことで考えてお

ります。 

○清水座長 

よろしいですか。 

時間も参りましたので、この審議事項につきましてはここまでとしまして、本



 

日の議事全般にわたりまして何か発言したいことがあれば。 

○飯泉委員 

初めての会議で今日は冒頭あったように、問題点の共有というかですね、初め

てのというところで、どうしてもやっぱりスポーツの方が全般多く話されるこ

とが多いかなと思うのですが、私文化活動の方から、ちょっと今の課題という

ことで、ちょっとだけ皆さんに共有させていただきたいなと思っています。 

先ほどあったように、みどりの学園さんとかあとは香取台の小学校とか、一部

の学校は、きちんと音楽室が分けられていて、いつでも貸し出しているんです

よね。そういう環境にあるところは、音楽、吹奏楽の活動はやりやすいなと思

っているのですが、実は土日に吹奏楽の練習をしようとすると、学校空けても

らわなくちゃいけない。でもセキュリティの問題っていうのはもちろん事務局

からもあったけど、じゃここだけ開けられるようにちょっと変えたらいいんじ

ゃないのとかって言ってもですね、やっぱりそこはシステム上の問題であった

り、セキュリティの問題だったりで中に入れない。そうすると今学校で土日に

使える音楽室ってどれだけあるのかなっていうと、実は使える学校っていうの

がほとんどないのが現状で、貸し出せるところが結局、学校全部開けるしかな

いので、音楽室だけ開放できるとこがないっていうのが現状なんですね。公民

館があるだろうという話もあるんですけど、ご存じかどうか、公民館、例えば

打楽器が使えないとか、トランペットとかそういう管楽器が使えないとかって

いうことで、実はそういう場所もなくて、また楽器の問題もあってですね、こ

っちの学校にはこの楽器残っているけど、こっちは足りないとか。せっかく市

で持っているのに、何か共通で使えるようにできたものがあったらいいんじゃ

ないかなと。また、いくつかの学校に実は派遣というか、楽器を教えにいく先

生もいますが、学校からの要望というのは、フルートの先生お願いします、ト

ランペットの先生お願いします、っていうふうに楽器ごとにお願いされたりす

るんですよね。 



 

そうすると、せっかく地域展開をしていく中で、より高いレベルというか、よ

り細やかな先生方に教えてもらうってことになると、やっぱりスポーツと文化

というか、特に吹奏楽に関しては、なかなかそのテーマが違うかなっていうの

は、今自分で活動しているところですので、ぜひスポーツもですけど、同じぐ

らいというような言い過ぎかもしれないですが、やっぱり音楽とか芸術活動文

化活動、美術とか、どうしても室内にやるっていうとハードがちょっと高くな

ると思うんですよね。 

もちろん卓球だったりとかバレーだったりとか、体育館でやるようなスポーツ

もありますが、それと違って文化芸術っていうのはどうしても校舎に入らなく

ちゃならないので、その点のセキュリティについてとかも、もしくは公民館と

か、そういった場所の問題だったりもあるというところが今の実情なので、今

日は多分一番初めの会議で、皆さんの整理ということで共有ということだと思

ったので、お話させていただきました。 

○香田委員 

すみません、課題っていう点ではちょっと今この時間的な制約が非常にあるっ

ていうような中で、ちょっと観点がずれるかもしれないですけれども、私のよ

うに障害のある人の活動に携わっている立場からいきますと、特に今インクル

ーシブといって、地域の学校に障害のある子たちが増えています。 

その子たちのやっぱり体育スポーツの面での課題は、一緒になかなか授業に体

育の授業に入れないですとか、あるいは部活動をやりたいけれども自分ができ

る活動がないっていうようなところが一般の学校にはどうしてもあると思うん

ですね。この地域移行である意味そういう今までやりたくてもやれない子たち

もやれる環境になっていくのではないか、そういう期待もあるわけですね。 

ですので、まず今やっている子たちがちゃんとできるようになるっていう視点

がとても大事だと思うんですけれども、一方でこの際ですね広い視点でやって

ない子たちもやれるようにって、やってない子たちがもっとやれるようにって



 

いう点と、さらには、残念ながらやりたくてもなかなかできない子たちの受け

皿みたいなこともこの際考えていくっていうことも、ぜひどこかでお話させて

いただけたらと思っております。 

○清水座長 

ありがとうございました。 

先ほど萩原先生おっしゃったように、この問題は複数の行政部局にまたがるの

で、非常に総合的な行政力が問われる問題だと思います。 

障害を持った方への福祉の問題もそうだと思いますので、ぜひ協力し合ってや

っていければと思います。最後になりますが私の方から、幾つか今後の検討事

項として挙げさせていただきたいことがあります。 

1 つは特に校長会や中体連の方に早めに結論を出していただきたいと思ってい

るのは、平日の部活動についてつくば市の公立中学校としてどういう、方向性

を持つのかと。 

つまり先ほど地域差っていうのが放っておくとこれからどんどん出てくると思

うのです。そうするとやっぱりつくば市としてのソーシャルミニマムというも

のをどのくらい保障するのかっていうことが、下手をするとこれ全部平日も、

地域に出してしまったときに何にもないっていう地域が出てくる可能性がある

わけです。なので、当分の間はやっぱり平日何日間かは部活動を残すっていう

ことをつくば市の公立学校のスタンダードにしておくのかどうかっていうこと

を早急に検討していただかないと、土日だけを地域展開する場合と平日も含め

て地域展開する場合では、全く組織力も違ってきますので、そこら辺学校側の

要望をまとめていただきたいというのが 1 つです。 

それから先ほど議題の中で少し話題になりましたが、地域学校協働本部との関

係性っていうのを今後将来的にどういうふうに考えていくのか、これについて

も行政部局の中で検討していただきたいっていうことが 2 つ目です。 

それから、これは学び推進課と打ち合わせさせていただいた中にも出てきまし



 

たが、やっぱり学校の部活動がベースでしたから、学校施設を利用するってい

うことがやっぱり中心になると思います。その場合に先ほどの音楽室の話とか

校舎の話もありましたが、学校開放の条例や規則の見直しっていうことが伴わ

ないと、進まないと思うんです。そちらについても行政の方を含めて検討して

いただきたいというのが、3 つ目です。 

それから、この問題、部活動の運営ってこれまで基本的には子供の問題だった

と思うんですね。私はここに本当は子供の代表がいるべきだと思うのですけど

も、平日のこんな昼間に中学生が参加するってことは不可能だと思いますけど、

スポーツ庁の事例集の中には子供がこの問題についてワークショップを開いて

いるものもあるんですね。ぜひ子供が自分たちの問題として、自分たちの文化

活動、スポーツ活動の場をどうやって地域の中に作っていけばいいのか、てい

うのを大人に考えてもらうのではなくて、子供の発想、次の市民を育てるとい

う意味でもですね、ぜひそういった子供参加のワークショップっていうのを開

いて欲しいと思っています。それから指導者問題についても、私は中学校でバ

レーボールを始めましたけども、顧問の先生は 1 年に 1 回も練習に来ませんで

した。全部先輩に教えてもらったわけですね。上の世代の人から習っていくっ

ていう、吹奏楽でもそうだと思うんですけども 3 年生が 1 年生に教えるってい

うのが 3 年生にとっても力になると思うんですね。なので、ジュニアとかユー

スのスポーツ指導員や文化指導員っていうものを育成するっていうことが、実

は持続可能な仕組みになるのではないかというふうに思います。今でも少年団

の卒業生が時々、少年団の活動に来て中学生が教えてくれるっていうのがあり

ますけども、なのでその指導者問題というのはそういう形で、ちょっと上の世

代の人たちが下の世代に教えるっていうそういう循環の仕組みを何とかつくれ

たら上手くいくのではないかというふうに思いますのでぜひ検討していただき

たい。それについては、今中学生だけの問題を扱っていますけど、じゃあその

子たちが高校になったらどうするのかと。結局高校は今までの部活の仕組みに



 

囲い込まれてしまうのかっていうことも含めて、少し中期的なビジョンという

のを次回以降議論できればなと思っております。 

○飯野委員 

今日皆さんのいろんなお話をお伺いして感じたことをちょっと申し上げたいと

思います。まずですね、この話を進めるにあたって、なぜ地域展開するのかっ

ていうところですが、ガイドラインによりますと持続可能な活動というような

ことなのですが、先ほど香田先生の方からもありましたけれど、今まで活動で

きなかった子たちが活動できる機会がつくれるというようなお話がありまし

て、それと同じようなことだと思うんですが、要するに、地域展開することに

よって子供たちが将来本当に必要な地域との関わりとか社会との関わり、そう

いったことが学べる、学校の中から外に出ることによってそういう新たな環境

がつくられるというところに大きな意義が、この地域展開の意味があるのでは

ないかなというふうに思いました。 

場所の問題、飯泉さんの方からもありましたけれど、確かに我々公共施設の施

設管理をしていますが、例えばノバホールだったら 1 年前から予約受け付けを

して、もうすぐに埋まっちゃうんですね。ですから例えばこの活動を受け、我

々の方で施設利用について受けるとしましたら、そこら辺の市民利用と子供た

ちが利用する部分のうまい調整の仕組みを考えないとなかなか提供できないの

かなというふうなことを感じました。 

○清水座長 

ありがとうございました。 

すいません時間がきてしまい、皆さん言いたいことまだあると思いますが、今

日の議題についてのご意見ありましたら直接事務局の方にご連絡いただければ

と思います。 

それでは会議はこれで閉じまして事務局で進行お戻しいたします。 

○事務局 



 

はい。委員の皆様には長時間にわたりご議論の方ありがとうございました。 

次回の会議は 1 月下旬を今のところ予定させております。 

改めて事務局より日程調整ご連絡させていただきますので、よろしくお願いい

たします。 

ではこれをもちまして、第一回つくば市ジュニアスポーツ芸術文化推進会議を

閉会いたします。長時間にわたりありがとうございました。 
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第１回つくば市ジュニアスポーツ・芸術文化活動推進会議 

 

１．挨拶 

２．自己紹介 

３．座長・副座長選出 

４．報告 

(1) 部活動地域展開に係るこれまでの取組みと現在の状況  

・部活動地域展開に係る国等の方針  

・つくば市のこれまでの取組と現在の状況  

(2) これまでの取組における課題の共有  

５．議事 

(1) 今後の運営の方向性 

 ・エリア制 

 ・運営母体 

 ・活動の在り方 

 ・費用負担の整理 

 (2) 地域クラブ活動の認定要件 

・人数要件 

・講習要件及び資格要件 

 

・その他全体に対する意見交換、事務連絡  
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資料２ 

つくば市地域クラブ活動認定の要件案 

(認定要件) 

第〇条 認定の対象となる地域クラブ活動は、次に掲げる全ての要件を満たす

団体の活動とする。 

(1) つくば市の生徒がスポーツ・文化活動に親しみ、生徒の資質・能力の向

上を主たる目的とした心身の健全育成等の機会となる活動であること。 

(2) 活動拠点が原則としてつくば市内であること。 

(3) 年間の活動計画、活動実績について整備、一般に公開すること。また、

参加者の出欠状況を管理すること。 

(4) 持続的な運営に必要な会費を設定し、徴収すること。 

(5) 毎年度末に会計報告を実施し、会員及び関係者に対して報告すること。 

(6) 申請する活動を対象とした規約又は会則を作成しており、それらの内容

が社会通念上、適正であると認められること。 

(7) スポーツ活動の場合、つくば市スポーツ少年団に加入していること。 

文化活動の場合は、規約などで適切なガバナンスとコンプライアンスが確

保されていることを示せること。 

(8) 「つくば市部活動の運営方針」に準じた活動日数及び活動時間が種目毎

に設定され、規約に明記されていること。 

(9) 運営者、指導者は毎年度市が指定する講習を受講すること。  

(10) つくば市ジュニアスポーツ・芸術文化団体登録の要件を満たしているこ

と。また登録していない場合は、つくば市ジュニアスポーツ・芸術文化活

動団体に登録されることを同意すること。 

(11) 団体の構成員が５人以上在籍していること。そのうち３人以上がつくば

市立の中学校又は義務教育学校後期課程の生徒であり、運営者又は指導者

として成人が２人以上在籍していること。 

(12) 指導者や参加する生徒等に対して、自身の怪我等を補償する保険や個人

賠償責任保険に加入させていること。保険適用の範囲については、活動の

最中のみならず、活動場所への移動中や保護者による送迎中に事故等にあ

った場合にも適用を受けることができる内容のものを検討すること。 

(13) 利用施設の管理者の指示に従い、用具及び施設の点検を実施し、適切な

使用方法を順守していること。 

(14) 保護者及び関係機関への緊急時の連絡体制の整備等を行う等、会員の安

全確保に万全を期していること。 

 ※ (7)、(9)については、初年度については年度中に満たしていることを要件

とする 
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認定団体を一本化したい理由の補足： 

申請団体が 1つ(スポーツ少年団登録が 1つ)であれば、春はサッカー、冬はバ

ドミントンを行うなどのマルチスポーツを行うことができますが、複数団体と

なる場合は、複数種目の活動を行う場合、それぞれの少年団に生徒が登録する

必要があり、複数種目に参加するハードルが上がってしまうことが懸念されま

す。 

補足：団体を認定するか、活動を認定するか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国は活動単位での認定を求めています。 

つくば市では、活動単位の認定ではなく、活動団体を認定し、その団体が行っ

ている活動を認定地域クラブ活動とみなす想定です。 

設立補助金や、会計報告、活動計画の公表、公共施設の利用等を考えると、 

チーム A、チーム Bは別の団体とみなして扱うのが適切だと判断しています。  

認定地域クラブ活動 

バレーボール チーム A 

営利活動 

バレーボール チーム B 

Aだけ認定したい 

上のような場合は活動ごとに認定が必要ですが… 

団体 X 

バレーボール チーム A 

営利活動 

バレーボール チーム B 

認定 

チーム Aとチーム Bを 

それぞれ別団体とみなす 

指導協力 

バレーボール団体 

卓球団体 

バドミントン団体 

etc. 

認定 

認定 

認定 

認定 

統括運営事務局設立前の想定 

エリア活動団体 A 

 

・バレーボール活動 

・バドミントン活動 

・サッカー活動 

・卓球活動 

etc. 

認定 

卓球団体 

認定 

統括運営事務局設立後の想定 

バドミントン団体 

認定 解散 

バレーボール団体 

認定 独自活動 



資料２ 

要検討事項  

・団体の構成人数について構成員の人数制限をつけることが妥当なのかどうか。 

→スポーツ安全保険の加入要件が 4人以上(指導者を含める)のため、中学生 3

人以上としています。  

 マイナーで規模の少ない競技もあるため、制限を多くしたくない意図ですが、 

スポーツ少年団加入要件、学校開放条例との差ができてしまうことが懸念です。 

スポーツ少年団の加入要件：「団員 10名以上と指導者 2名以上」 

 学校開放条例の体育施設の要件： 

 ・団体の構成員のうち 10人以上が市民であること。 

 ・団体の構成員のうち過半数が市民であること 

 ・開放施設を使用しようとする者のうちから 18歳以上の者を使用の責任者と

することができること 

 

・活動計画及び活動実績の公表について 

 市としては、活動計画が一般に公開され、加入の判断材料となることを期待し

ています。公表の方法は問いませんが、問合せが多くなる可能性があります。 

 

・活動時間について 

部活動の運営方針内の(平日週 3日一日 2時間、土日どちらか 1日一日 3時間) 

を記載するかどうか。 

敢えて記載せず、運営方針を見てほしいという気持ちもあります。 

 

・運営者や指導者が研修について活動開始時点で終了している必要があるか。 

初年度においては受講予定でも認める方向で進めたいです。 

 市が指定する研修がどのタイミングで開催されるかが未定のため、受講予定

でも良いことにする必要があります。 

 

入れるか迷うもの 

・持続可能なクラブの運営を目指し、複数の役員や指導者が運営に携わってい

る活動であること。 

・運営団体の役員及び指導者等の関係者は、暴力団員若しくは暴力団員と密接

な関係を有する者、その他の反社会的勢力でないこと。 

 ・活動場所までの移動について、生徒やその保護者の過度な負担とならないこ

と。→移動に関する負担感が人によって異なるため、入れない。 

・目的が勝敗に偏った指導にならないように努めること。 

 



資料２ 

各認定団体は、統括運営事務局が設立された後は、エリア活動団体内の指導者

として協力するか、独自の活動を続けていくかを選択することになります。 

エリア活動団体の指導者として協力する場合は、集金業務や生徒保護者対応

や、運営を任せることができるメリットがあります。 

統括運営事務局が設立されてから認定制度を始める方が分かりやすいですが、 

統括運営事務局が設立されるのは７月以降となるのに対し、４月から学校施設

の優先利用の制度を始める必要があります。 

そのため、学校施設の優先利用の要件とするため、統括運営事務局が設立され

る前に認定制度を施行します。 
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「部活動改革及び地域クラプ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」
別冊資料 (地域クラプ活動に関する認定制度 (イメージ票))

令和7年 10月 スポーツ庁。文fヒ庁
g定義・呼称
O スポーツ庁・文化庁が示した認定要件及び認定手続等に基づき、対象となる公立の中学校 (義務教育学校後期課程及び中等
教育学校前期課程を含む。)及び特別支援準校中学部 (以下「中学校等」という。)を設置する市町村 (特別区及び一部事務組
合を含む。以下同じ。)及び都道府県 (以下「市町村等」という。)が、中学校等の部活動を継承・発展させた生徒のスポーツ・

文化芸術活動として認定した活動を「認定地域クラブ活動」という。

O 市町村等が自ら運営団体・実施主体Xlと なり、スポーツ庁・文化庁が示した認定要件に沿つて地域クラブ活動を実施する場
合 (市町村等が事業者等に委託して地域クラブ活動を実施する場合も含む。)には、当骸地域クラブ活動は、認定を受けたも
のとみなし、これも「認定地域クラブ活動」と呼ぷこととする。

氷1 各地域クラブ活動を犠悟する団体を r運営団体」、日別の地墳クラブ活動を実際に行う団体を「実施主体」という。以下同じ。

2B認定要件 (具体的な確認事項は、別紙 1鬱照)
① 学校部活動が担つてきた教育的意義を継承・発展させた活動であり、生徒が身近な地域で希望する活動に主体的に参加で
きるようにすることで、豊かで幅広い活動機会の保障に寄与するものであること

② ガイドラインに沿つた適切な活動時間や休養日が設定されていること
③ 活動の維持・運営に必要な範囲で、可能な限り低廉な参加費等が設定されていること
④ 適切な指導の実施体制が確保されていること
⑤ 適切な安全確保の体制が確保されていること
⑥ 適切な運営体制が確保されていること
⑦ 学校等との連携が適切に行われていること

3E認定手続審
(■ )認定に当たつての留意事項
0 市町村等は、平日・休日を通した活動を包括的に企画・調整した上で、部活動の地域展開の方針を示す推進計画等を策定する。

O 推進計画等の策定に当たつては、市町村等が、公立の中学校等の生徒数や生徒のニーズ、活動場所となる施設の状況等の地
域の実構を踏まえ、認定する地域クラブ活動の数や競技種目等を定めるとともに、以下の観点等を考慮し、各地域クラブ活動
の参加対象となる生徒の居住する対象区域を定める。
・ 地域の子供たちは地域で育てるという意識の下で地域の関係者が連携して活動を支えること
・ 生徒の在籍する中学校等との連携を図ること
・ 活動場所への移動に過度な負担が生じないように配慮すること
・ 充実した活動とするために競技種目等に応じて過多・過少な人数とならないよう適切な参加人数の規模にすること

O 対象区域は、中学校区単位で加入する地域クラブ活動が明確になるように、例えば、単一の中学校区、複数の中学校区、当
骸市町村の一部などとすることが考えられる。また、ガイドラインで示す部活動改革の理念や基本的な考え方等を踏まえ、例
えば、十分な参加人数を見込めない場合や生徒のニーズに応した多種多様な体験の機会を提供する活動Xlの場合等には当該
市町村の全域を対象区域として定めることや、複数の市町村が広域連携の取組を進め、複数の市町村を対象区域として定める
など柔軟に対象区域を定めることも考えられるX2。

O 市町村等は、推進計画等に基づき、2.「認定要件」を満たすスポーツ・文化芸術活動を認定する。なお、各認定要件を満
たしているか否かについては、市町村等が、別紙 1の具体的な確認事項を踏まえ判断する。その際、2.「認定要件」は、個
別の地域クラブ活動に関する事項 (活動目的。理念、活動時間・休養日、今加費等)や地域クラブ活動を実施する団体の体制
に関する事項 (指導体制、安全確保、運営体制、学校等との連携)を定めていることから、原則として、地域クラブ活動の実
施主体全審査対象として判断する。ただし、運営団体と実施主体が担つている役割※

3は
、地域の実情に応じて多様な実態があ

ることから、必要に応して、運営団体・実施主体を全体として評価し、審査対象として判断する (以下、審査対象は、「地域
クラブ活動の実施主体等」という)。

2



O 市町村等が、地域の実情に応じて、2,「認定要件」に加えて独自の要件を設けることは妨げないが、地域クラブ活動の多
様な実態を踏まえ、生徒の活動機会が十分に確保されるよう留意すること。

O 都道府県は、市町村又は一部事務組合に対して、地域クラブ活動に関する認定制度が当該都道府県において円滑に整備・運
用されるように、必要な指導助言を行うとともに、複数の市町村による広域連携の取組が必要な場合には、市町村同士の協議

の場を設けるなど、必要な支援を行う。

※1 -つ の競技種目等だけに専念するのでなく複数の競技種目等に取り組むマルテスポーツや、一つのクラジにおける多様な文化芸術′を動の実施、スポーツと文
化芸術の融合、レクリエーション的な活動や柔軟なルール等に基づく多様な活動等が考えられる。

※ 2 各競技租目等への今加人数の見込みを踏まえて、各競技ね目等に応 した対象区壊を定めることも考えられる。また、複数の市町村が広壊連携の取組を進め、
複数の市町村を対象区域として定める場合、地増の案情によっては、隣接する他の都道府県の市町村と広域違携の取組を行うことも考えられる。

※ 3 -つ の団体 (体育・スポーッ協会や構合型地域スポーツクラブ等)おt運営団体と実施主体の面者の役alを兼ね備える場合も多いところ、そうした場合には、
運営団体は管理部門、実施主体は実施部門をそれぞれ担う団体内の部署・機能として提えられる。還営団体、実施主体、地域クラジ活動の役割分担や相互の関

係性については、ガイ ドラインを→照。

(2)認定手続
O 認定の申請は、地域クラブ活動の運営団体※iが各実施主体の申語をとりまとめて、市町村等に対し、申請書、活動計画書、
規約、誓約書、その他地方公共団体が必要と認める書類等 (以下「申請書等」という。)※

2を
提出することにより行う。

O 認定の申誇の際に提出を求める誓約書において、地域クラブ活動の実施主体等が、申請書等に記載した内容に沿つて活動を
実施すること、申請内容のうち認定に係る事項に変更が生した場合は速やかに報告すること、市町村等からの指導助言等に対

して真撃に対応することを誓約する項目を設ける。

O 市町村等は、提出された申請喜等に基づき、必要に応じてヒアリングや現地確認等を荷いつつ審査を行い、上記 2.「認定
要件」を満たすものと認める場合には認定を行う。認定に当たつては、必要に応じて、ガイドラインに基づき設置した協議会

等の意見を聴くことも考えられる。

O なお、活動の開始に先立って認定を行う必要が生じることも想定されることから、申請書等に基づき、条件付きでの認定(以
下「仮認定Jと いう。以下同じ。)を行い、活動開始後、一定期間内に活動状況の報告書の提出やヒアリング、現地確認等に

より、申請書等に記載された内容が適切に履行されていることを確認するなどの対応も可能とする※
°
。

※1 市町村等が還営団体の場合には、実施主体が直接市町村等に対して申清書
"を

提出する。なお、上紀のとおり、市町村等が題営団体・実施主体の双方を兼ね
る場合には、その地域クラプ活動は躍定を受けたものとみなすこととしている。

※ 2 国において、申睛書等のひな型などを示す予定。

※ 3 申請書等に寵確された肉容が追切に履行されていることが強盟された場合には、仮盟定が正式な肥定となる。

(3)認定の有効期間
O 肥定の有効期間は、最長 3年間 (認定の効力の発生日の属する年度の翌々年度末 (認定の有効期間の更新がされた場合にあ
つては、従前の認定の有効期間の満7の 日の翌日の属する年度の翌々年度末))の範囲内で、地域の実情に応して市町村等に

おいて設定する。

3
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(4)指導酌雷等
O 市町村等は、定期的な報告書の受領やヒアリング、現地確認等により、認定地域クラブ活動の取組状況等を適宜把握し、誓
約書に基づき、必要な指導助言等を行う。

O 市町村等は、認定地域クラブ活動が以下に該当する場合は、その実施主体等に対し、必要な指導助言等を行う。
上記2.「認定要件」を欠くに至ったと認めるとき

法令又は規約等に違反していると認めるとき

運営が著しく適正を欠くと認めるとき

O 市町村等は、認定地域クラブ活動が次のいずれかに骸当するときは、認定を取り消す。
・ 不正な手段等により認定を受けたとき

・ 指導助言等によっても、その改善を期待することができないとき
・ 地域クラブ活動の実施主体等から認定取消の申出があつたとき

(5)経過摘置
O 部活動の地域展開に新たに取り組む市町村等のほか、独自に地域クラブ活動の認定や指定等の仕組みを整備・運用している
市町村等においても、スポーッ庁。文化庁が示した認定要件及び認定手続等に沿つた地域クラブ活動の認定制度の導入や準備

等に当たり、特に、上記2,「認定要件」の④「適切な指導の実施体制が確保されていること」及び⑥ r適切な運営体制が確
保されていること」などについては、地域クラブ活動が所定の要件を満たすのに一定の期間を要すると考えられることから、

市町村等が、当骸地域クラブ活動の実施主体等に対して適切な指導助言等を行うことにより、原則として、令和8年度末まで
採1に限り、当該地域クラブ

'舌

動は、認定を受けたものとみなすことも可能とする。

※1 例えば、部活動の地墳展開に新たに取り組む市町村等において課題の検腫等のために試行的に実施する場合など、特別な事情がある場合は、改革実行期間の前
期が終了する令和 10年庄末まで、隠定を受けたものとみなすことも可能とする。

4B認定地域クラプ活動において期待される取組・体制等
O 学校部活動が担つてきた教育的な義を継承と発展させつつ、次のような新たな価値の創出に向けた取組を行うことが期待される。
・ 生徒のニーズに応じた多種多様な体験 (一つの競技種目等だけに専念するのでなく複数の競技種日等に取り組むマルチ
スポーッや、一つのクラブにおける多様な文化芸術活動の実施、スポーツと文化芸術の融合、レクリエーション的な活動

や柔軟なルール等に基づく多様な活動を含む)

・ 生徒の個性・得意分野等の尊重
・ 学校等の垣根を越えた仲間とのつながり創出
・ 地域の様々な人や幅広い世代との豊かな交流
・ 適切な資質・能力を備えた指導者による良質な指導
・ 学校段階にとらわれない継続的な活動 (引退のない継続的な活動)及び地域クラブ活動の指導者による一貫的な指導

0 団体としての賠償責任保険の加入対象が法人となつていることが多いことに加え、組織としての責任の明確化やガバナン
スの確保の観点から、特定非営利活動法人や一般・公益社団法人、一般・公益財団法人等の法人格を有する運営団体Xlが実

施主体を統括する体制で運営することが期待される。

※1 さらに、市町村等とパートナーシップを構楽し、公基的な事業体としての′没制を果たしていくために、活動案趣や運営案態、ガバナンス等の要件を消たし、地壌ク
ラジ居助の題営団体を担っている団体を毘韮する日本スポーツ協会 r構合型地域スポーツクラフ認証制度 (部活動の地域展開タイプ)Jにおいて認証を受けた法人格を
有する総合型地域スポーツクラプが題営団体として実施主体を統括する体制で題営することも考えられる。

5
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5.想定される
~認

定の効果 (認定地域クラプ活動が享受できるメリツト)
0 地域クラブ活動に関する認定制度を設けることにより、安全・安心な活動機会の提供や生徒・保護者等の関係者の理解促進
等を図るとともに、認定地域クラブ活動に対して、次の取組を促進するXl。

① 市町村等による生徒・保腔者等への情報提供
・ 地域クラブ活動への参加促進のための学校と連携した生徒・保護者等に対するきめ細かな情報提供等※2(小学校高学年
時の体験会、中学校等入学時のオリエンテーション、アプリなどによる地域クラブ活動の実施状況等の情報提供等)

② 地域クラブ活動の運営等への公的支援
' 受益者負担と公的負担とのパランス等の費用負担の在り方を踏まえた財政支援
含む。)
。 学校施設、公共スポーツ施設、社会教育施設等の優先利用、使用料の減免等
・ 学校備品等の活用、用具の保管スペースの確保

(経済的困窮世帯の生徒への支援を

③ 教師等の兼職兼業
・ 地域クラブ活動への従事を希望する教師等の兼職兼業の許可の対象

④ 生徒の大会・コンクールヘの円滑な参加
・ 地方公共団体における大会開催地までの交通費・宿泊費の支援やスクールバスの活用 (学校部活動参加生徒と同様に支援)
・ 認定地域クラブ活動の参加者の中学校体育連盟の主催大会等への円滑な参加 (必要に応した大会参加規程の見直し (引
率者の資格要件等を含む。))

※1 抱域の実情等に応した、生健の多撫な選択肢を確保する観点から、上記①市町村等による生徒・保瞳者等への情報提供を中心に支援する鳩合には、市町村等
がガイドラインに沿つた活動とすることを担保した上で独自に根やかな要件を済たした活動を曇餘する仕組みなどを別途段けることも妨げない。

※2 情報提供等の際に、翻定地域クラブ活動については、例えば、rOO市隠定地域クラブ活動Jと 表記することが考えられる。
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別紙 1

地域クラプ活動に関する認定制度 (イメージ案)における
「2.認定要件Jの具体的な確認事項

①学校部活動が担つてきた教育的意義を継承 。発展させた活動であり、生徒が身近な地域で希望

する活動に主体的に参加できる本うにすることで、豊かで幅広い活動機会の保障に寄与するも

のであること

く確認事項>
O 生徒※1の 自主的・主体的な参加による活動X2であり、競技性や成果のみに偏重するのではなく、生徒が継続的にスポー
ツ・文化芸術活動に親しむ機会を確保し、生涯にわたってスポーツや文化芸術を楽しみ、豊かに関わるために必要な資質 ,

能力等を育てることを目指した活動であること

O 市町村等が定める対象区域内に居住する生徒を主な対象とした活動であること。なお、競技力強化等の観点から広域から
生徒を集めることは認められない

O 選抜等を行わず、参加を希望する生徒を広く受け入れること凛3

※ 1 中学械等の生徒を主な対象とするが、小学生や高校生、六人等と一構に活動する多世代の取組を排除するものではない。以下同じ。
※ 2 児童・生徒へのアンケー ト調査や生徒によるワークショップ、生徒による活動目線・活動計画のa舌 し合いなど生催のエーズや意見等が反映される仕組みを設
けるとともに、生性のニーズに応 した多租多構なプログラムを提供することが期待される。          

′

※ 3 部活動の地域展開は、障害のある生徒や運動が苦手な生徒等を含め、金ての生徒が希望に応 して多狙多様な活動に◆加できる環境を整備することを理念とし
ており、そのことを十分に踏まえて対応すること。
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②ガイドラインに沿つた適切な活動時間や体養日が設定されていること

!  <確認事項>
I O 生徒の心身の成長に配慮して健康に生活を送れるよう、週当たり2日以上の休養口を設け、1日 の活動時間は、
1  平日は 2時間程度、休日は 3時間程度とし、週当たりの活動時間は 11時間程度の範囲内とすること。その上で、
|  け短時間で合理的かつ効率的・効果的な活動となつていること※1

長くとも

できるだ

O 年間の活動計画 (活動日、休養日及び参加予定大会の日程等)や毎月の活動計画 (活動日時・場所、休養日及び大会参加
日等)を策定し、公表していること

※ 1 例えば、将来的には平日も含めて地域展開を目指すことを前提に、当面、平日は学校部活動を実施し、休日のみ地域クラプ活動を実施する場合には、原則と
して、休日の地域クラブ活動において、少なくとも 1日 以上の休養日を設ける。ただし、平日の学校部活動と休日の地域クラブ活動の組み合わせの工夫など、

多様な形態があり得る。
'lえ

ば、改革の進展に伴い、体制の充実した休日に活動の中心がシフトしていくことも想定されるところ、週当たりの活動時間が 11時

間程度の範囲内に収まり、かつ、週当たり2日以上の体養日が設けられるのであれば、平日の活動を週 3日以内に抑えつつ土日に2日間違犠して活動を行うな
ど、柔軟な対応を行うことも可能。

③活動の維持・運営に必要な範囲で、可能な限り低鷹なつ方Π資審が設定されていること

く確認事項>
O 国が示す今加費等の金額の目安を踏まえつつ、地域の実情や競技種目等の特性等に応じて、地域クラブ活動を持続的・安
定的に運営していくために必要な範囲で、可能な限り低廉な参加費等が設定されていること

④適切な招導の実施体制が確保されていること

<確認事項>             `
O 地域クラブ活動において指導や指導補助、見守り等を行う人材 (以下「指導人材」という。)が、暴言・暴力、ハラスメン
ト、いじめ、無視等の行為は、許されない行為であることを理解し、自らこうした行為を行わないとともに、参加生徒同士

のこうした行為も許さないことを響約すること※1

O 市町村等が定める研修を受講し、市町村等に登録された指導人材が活動に携わること※2

O 持続的・安定的な活動を確保するとともに、事故や暴力・暴言等の不適切行為を防止する観点から、原則として、複数の
指導入材が活動に携わること※3

※1 日本版 OBSの活用を含めて、指導人材による不適切行為の防止を機慮。

※2 研修の項目、指導人材の豊操の仕組みなどについては、別紙2-1を今熙。

※9 複数の指導人材が活動に携わることが困難な場合には、市町村等の職員・ヨーディネーターや運営団体の職員等による地域クラブ活動の実施主体への巡回指
導を適切に実施すること等により、事故防止や尋力・暴言等の不適切な行為の防止を図ること。
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⑤適切な安全確保の体制が確保されていること

<確認事項>
O 生徒の発達段階や健康の状態、気温や湿度、暑さ指数 (WBGT)等 の環境を考慮のうえ、適切な指導内容や活動時間、休息
時間、水分補給の機会等を設定するとともに、活動場所の管理主体と連携した施設・設備・用具の点検等を行い、事故防止

を徹底すること

O 市町村等、地域クラブ活動の運営団体・実施主体、活動場所の管理主体等との間で、あらかじめ、事故等が発生した場合
の対応や責任関係等を明確化していること

O 保護者や関係機関への緊急時の連絡体制の整備等を行い、事故発生時の対応を適切に行うこと

0 参加者及び指導人材が、自身の怪我等を保障する保険や個人賠償責任保険に加入していること

11

⑥適切な運営体制が確保されていること

く確認事項>
O 地域クラブ活動の実施主体等洟1において、少なくとも、次の内容を含む規約等を作成・公表していること。また、関係法
令を連守するとともに、規約等に基づき適切な運営が行われていること※2

・ 団体の目的
・ 役員 (代表、副代表、会計、監事※9)の選任・解任に関すること
・ 総会の運営など団体の意思決定に関すること
・ 会員の入退会、移加費等に関すること
・ 予算・決算の審議・承認に関すること

O 公正かつ適切な会計処理が行われ、透明性を確保するために関係者に対する情報開示が適切に行われていること

O 営利を主たる目的とせずに運営すること※4

O

※ 1

※2

※3

※4

大会・コンクールに参加する場合には、その運営に積極的に協力すること

週営団体・実施主体を全体として評価 し、実質的に追切な還営体制が確保されていれば差 し支えない。

日本スポーッ協会の総合型地域スポーツクラジ豊低朗産の登僚クラプの娼合には、確認事項の一部を満たしていると判断することも考えられる。

団体の持憐的・安定的な返とを確保するとともに、造切なガバナンスを確保する観点から、原則として、代表、目B代表、会計及び監事は、互いに乗れることはで

きない。地域の実情等により役員を確保することが困難な場合等の例外的な場合にも、監事は、代表、こり代表、会計を兼ねることはてきない。

地城クラプ活動の実施主体等が、非営利団体 (特定非営利活動法人、一般・公益社団法人、一般・公査財団法人など祖機構成長に利益を分配 しない団体)で はな

く、個人事業主や株式会社等の場合には、例えば、当嵌地域クラブ活動に係る収支計園書の提出を求め、今加費等の金額、人件資、踏謝金のい価学を確認し、営利

を主たる目的としたものではないことを確盟することが考えられる。なお、市町村等が運営団体・実施主体となり地域クラブ活動を実施する場合において、市町

村等が亭禁者等に委託して地域クラプ活動を案施する娼合は、本強岳B事項は適用 しない。
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②学校等との連携が遭切に行われていること

<確認事項>
O 地域クラブ活動の活動方針や指導方針、スケジュール等※1を生徒の在縮する中学校等と共有すること

O 生徒の活動状況や活動実績等について、生徒の在籍する中学校等と必要な情報を共有するとともに、情報を適切に管理す
ること※2

O 市町村等が学校と連携して生徒・保護者等に対する情報提供等 (小学校高学年時の体験会、中学校等入学時のオリエンテ  |
―ション、アプリなどによる地域クラブ活動の実施状況等の情報提供等)を円滑に行うことができるよう、必要な協力を行  |
うこと

O 活動場所として学校施設を活用する場合や希望する教師等による兼職兼業が行われる場合等には、その円滑な実施のた
め、市町村等や学校との必要な連絡調整を行うこと

| ※ 1 平日の学校部活動と休日の地域クラブ活動が併存 している場合などには、平日と休日の活動の一貫指導の観点も含む。

' ※ 2 地墳クラブ活動への入会時に、生催の在籍する中学校等と必要な備IRを共有することについて、生徒の保腹者の同意を得ておくことが必要になると考えられる。
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「認定地域クラブ活動指導者」登録制度 (イ メージ案) 別紙2-1

1.目的
この指導者登録制度 (以下「本制度」という。)は、認定地域クラブ活動において、指導者による暴言・暴力、ハラスメント、虐
待、いじめ、無視等の不適切行為の防止等を徹底し、認定地域クラブ活動に参加する生徒が安全・安心に活動に取り組めるよう、

指導者が認定地域クラブ活動で指導を行うために必要となる登録や研修等に関する基準を示すものである。

2.定犠
本制度に基づき、市町村等が定める研修を受講し、市町村等に登録された指導者を「認定地域クラブ活動指導者Jと呼ぷものとする。

3 研修
指導者登録に当たつて、市町村等が定める研修は、以下の内容に基づき定めることが考えられる。

(1)対象となる研修 (研修実施者)

① 市町村等が自ら行う研修

② 当該市町村が所在する都道府県が行う研修

③ 認定地域クラブ活動の運営団体 。実施主体が行う研修

④ 市町村等が認めたスポーッ・文化芸術団体、大挙等が行う研修

(2)研修の内容・実施方法
研修内容については、別紙2-2「地域クラブ活動指導者に求められる資質・能力例及び研修メニュー例 (イ メージ案)」 を
もとに、市町村等において具体的な内容を定めることが考えられる。

研修の実施に当たっては、対面方式のみならず、オンライン方式も積極的に活用して、一定期間ごと (例えば年1回等)に実
施することが考えられる。なお、認定地域クラブ活動指導者自身が日常的・継続的に学び続けられるようオンデマンド方式によ

る研修環境を整備することや、夏季に入る前の時期に熱中症予防に関する研修を行うこと、近隣地域等において事件・事故が起

きた際にそれに対応した防止研修等を行うことも考えられる。
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次の全ての要件を満たす者を、市町村等において、認た地域クラブ活動指導者として登録する。
(1)中学生年代を対象とした地域クラブ活動で指導することを理解し、そのために必要な資質・能力を備えた者であること。具
体的には、上記3.の市町村等が定める研修を受講した者であること
(2)暴言・暴力、ハラスメント、虐待、いじめ、無視等の行為は、許されない行為であることを理解し、自らこうした行為を行
わないとともに、参加生徒同士のこうした行為も許きないことを誓約した者

(3)以下のいずれにも骸当しない者
① 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

② 暴力団或いは暴力団員を始めとする反社会的勢力等である者、又は、これらの者と社会的に非難されるべき関係等を有

している者

③ 過去に、暴言・暴力、ハラスメント等の行為や性犯罪歴等があるなど指導者として不適切な者

5.登録手続等
(1)認定地域クラブ活動指導者としての登録を受けようとする者 (以下「登録申請者」という。)は、市町村等に対して登録申請
喜及び上記 4。 (2)の誓約喜 (以下「登録申請書等」という。)を提出するものとする。
(2)市町村等は、登録申請書等の内容を確認し、要件を満たしている場合には、登録申請者に対して研修の受講案内を行い、研修
の受講確認後、認定地域クラブ活動指導者としての登録を行うものとする。なお、上記3.(1)②～④のとおり、都道府県等
が研修を行う場合には、当該都道府県等において、登録申請者の研修受講の確認後、市町村等に対して報告を行うものとする。

(3)登録申請者が所属する運営団体・実施主体が決まっている場合には、運営団体・実施主体を通して、登録申請者から市町村等
に対する登録申請喜等の提出を行うことや、市町村等から登録申語者に対する研修の受講案内等を行うことも考えられる。

(4)認定地域クラブ活動指導者は、登録事項等に変更があつた場合には、速やかに市町村等に報告するものとする。
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6.有効期間
登録の有効期間は、最長4年間 (登録の効力の発生日の属する年度の翌々翌年度末 (登録の有効期間の更新がされた場合にあっ
ては、従前の有効期間の満了の日の属する年度の翌々翌年度末))の範囲内で、地域の実情に応じて市町村等において設定する。

地域クラブ活動に関する認定制度 (イ メージ案)の 3.(5)に記載の経過措置を参照

(1)禁止される不適切行為

① 認定地域クラブ活動指導者は、認定地域クラブ活動の実施に関連して、暴言・暴力・ハラスメント (性暴力等含む)、 いし

め、無視等の行為を行つてはならない。

② 上記のほか、暴力団成いは暴力団員を始めとする反社会的勢力等となること又はこれらの者と社会的に非難されるべき関
係等を有することを含め、各種法令進反等の行為や指導者としての地位の濫用等を行つてはならない。

(2)不適切行為への対応

① 認定地域クラブ活動指導者による不適切行為の事案が生した場合には、認定地域クラブ活動の運営団体・実施主体が、当

該指導者及び被害等を受けた参加生徒その他の関係者から事来の事実確認等を行い、市町村等に報告すること。なお、報

告を受けた市町村等において、必要に応じて、改めて事案の事実確認等を行うことも考えられる。

② 上記のほか、市町村等に設置された通報・相談窓口等において、事案の事実確認等を行うことも考えられる。
③ 市町村等においては、報告等により把握・確認した事実関係等に基づき、適切に、認定地域クラブ活動指導者に対する注
意、登録取消等の措置を講ずるものとする。

7.経過措
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地域クラブ活動指導者に求められる資質・能力例及び研修メニュー例 (イメージ案)
別紙 2-2
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指導補助者や見守り者、今加生徒、その保護者等に対しても、その役割等に応して、生徒の人格を傷つける暴言・暴力・ハ
ネメント (性暴力等含む)の防止や、事故防止、事故等が発生した際の現場対応等の必要な研修を実施することが考えられ

教員免許を有する者や、スポーツ・文化芸術団体の公盟指導者資格保有者等については、上記の中から全部又は一部を受講
たとみなすことが考えられる。その際、保有する免許・資格の種類や活動歴等を考慮して免除の範囲を決定することが考えら
れる。
※3 なお、指導に当たつては、地域クラブ活動における適切な指導の参考となる手引き等が作成されるまでは、「運動部活動で
の指導のガイドライン (H25,S)等 を参考とするとともに、技術的な指導に当たつては、中央競技団体等が作成している指導手
引きの活用のほか、スポーツ・文化芸術団体の公認指導者資格の取得により知識・機能を学ぷことも考えられる。

１

ラ

る

２

し

※

　

　

※

①総訥・制度
部活動の地域展開・地域クラブ活動
に関する基本的な考え方や仕組みを理
解している。

部活動の地域展開の理念や地域クラブ活動の在り方 (I】定地域クラブ活動の
活動方針等含む)

生徒の人格を傷つける暴言・暴力・ハラスメント (性暴力等含む)の防止

生徒や保護者等の信頼を損なうような行為の禁止
②基本姿勢・
服務規律

指導者としての倫理観・責任感等を
有し、参加生徒の人権を尊重しなが
ら、公正に指導を行うことができる。

生徒同士による暴言・暴力・いじめ等の防止 (適切な集団づくりなど)

中学校段階の生徒の特徴や配慮事項等

生徒の発達段階に応じた科学的な指導
(適切な休養、効率的・効果的なトレiニングの実施等)

生徒とコミュニケーションを十分に回った上での指導

③生徒への指導

生徒の発達段階や多様な実情等に配
慮した上で、生徒と十分にコミュニケ
ーションを図りながら、適切な指導を
行うことができるも

女子生徒の健康課題や障害のある生徒等への配虚

生徒に対する安全・障害予防に関する知識・技能の指導

事故防止 (施設・設備・用具の点検や活動時における安全対策等)
④安全管理・
事故対応等

生徒が安全・安心な環坊の下で活動
ができるようにするとともに、事故等
が発生した場合の現場対応を適切に行
うことができる。 事故等が発生した際の現場対応 (応急手当、関係機関への連絡等)

保護者との速縮調整等
⑤保護者や学校
との連携

保隆者と円滑にコミュニケーション
を図るとともに、参加生徒が在籍する
中学校等と連携を適切に行うことがで
きる。 生徒が在籍する中学校等との連携
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運動部活動の地域移行に関する検討会議提言 (令和4年 6月 6日 )の概要 望
※公立中学校0(■議機育学技機翻瞬櫂、中等機育学校翻翔躁程、特別支燿学校中学餌)における遍働部活nt対象 スポーツ庁

O生徒のスポーツに親しむ絵 を確保。自主的・主体 0近年、特日円協可離 というEで慮しとt増しており、中学校生徒働の減少が加瀑化するな頸 は少子
的な参加による活動を通じ、責任感・連帯憩を涵 記

『

4行 。 (生撤 :躍租6二年開9万人輛 3年 296万人に鞘 は出生傲 :命和2年84万人>
後、自主性の育成にも寄与。 休日も白ゆ題 ■

“

層Bの舶導力〔求められたりするなど
O人間関係め構築、自己肯定感の向上、問題行動の 、は い にとつて大 きな粛

―
く土日のp_椰 :平虚18蝉風1時間 6分→平威競 2時間 9分 l皓

‐
曲 >

抑制。信頼感・一体感の醜成。 O地域では、スポーツ田枠,相

“

と数 と0鶴・‖  
『
紛 ではない。

隠孤翻羅魏翻謎鰍締網
)iⅧ、協陶綿娯鯉 競

建働 らヽ亀競単位の

'劇
とする」目指摘

課

題

O少子化の中でもも将来にわたり裁が口の子供たち∬潮 ―ツに経続して親しむことができる機会を確保。このことは、学校の働き方改革を推進し、学校執育の質も向上。

Oスポーツは、自発的な0日を通して『楽し古』「

“

びJを感じることに本質。自己真現、活力ある社会と神の強い社会何り。餌活出の憲議の経承・勇服、新しい価値の嗣出
O地増の持協可鶴で多様なスポーツ■塊t一体的に強備し、子供たちの多様な体験機会t確保。(スポーツ団体等の々且機イと、指導者や施麟 保、複数租目等の活動も提1'ヽ )

0まずlよ、休日の垣勁部藩出から戯贈的に聰観移行してぃくことを基本とする

O目猥時期 :令和S等職0開始から3年後め令和7年度来を目途
(合意形成や集作麟編鰺傷コ度に時間を要す雛 にも、

'也

域の案情等1し
~応
じ可能な限り早期の案現を目指す)

P      よ真蓄珠露穏冨圏♂髄卜と力ぐ考ゎれ、地甲の評円rじψFの
0地隠におしするスポィツ機会の確保、生徒の多練なエーズに釣 た活動機会の充対 にも着実に取り組も`

O地域0ポiツ団i体等と学校とめ連携・協働の推造
※改革t推遣するための聞 R触Jを示し、「繊 の道筋Jがあることや、「多線な方法Jがあることを強く意識

′
造妙状況を↑父

｀
、

、岳正し、更に改革 /

鼠8｀
~

行に向けた強革1ぶ

“

瑚Fwη
休

・地方公共団体における推進
計画の策定,実施

・弐b)或の実情に応し、多様なパ ーッ団体等が実施主体
・特定程目薄ナでなく、生徒の状況に適した機会を確保

・先進的に取り組んでいる事例をまとめl足供
・必要な予算の確保やtoto助成を含む多1豪な財源確保の検討

・指導者資格の取得や研修の実施のに進
・BD活動指導員の活用、教師等の兼職兼業、人材ノ〔ンク
・指導者の確保のための支援方策の検討

・学校体育施設汚用に係る協議会の設置、ルー)レの策定
・スポーツ団体等に管理を委託

・大会主催者に対し、地域のスポーツ団体等の参加も認めるよう要請
・地域のスポーツ団体等も参加できる大会に対して支援

・困用する家庭へのスポーツに係る費用の支援方策の検討
・スポーツ安全保

“

父爪 災書共済給付と同程度の1南償となるよう要請

・部活動の課題や留意事項等について通如、学冒指も要領解説の見
直し、次期改汀時の見直しに向t,た検討
・部活動等から伺える個性や意欲・能力を入試全体を通じ多面的に認面
・教師の採用で合,活動指もの能力等を過度に評価していオ11よ 見直す

1

※日立の中学校等でも、学校等の実情に応して積幅的に取り組むことが望ましい。
※公立及び国立の高等学校等 1こついては、税務教育を修7し進路選択した高校生等が自らの意思て選択してしヽる実態等があるが、各学校の実崎に応して改盤に取り浄Eむことが望ましい。
※私立学校でも、学校等の実情に応して過切な指

“

体制の幅築に取り組むことが望ましい。

運動部活動の地域移行に関する検討会議提言 (令和4年 6月 6日 )の概要【各論】貿
方と 2 スポーツ庁

対応 ]

大会

鬼鷲■ヽプ娼導者

全ての希望する生徒を想定。

地域の実情に応じて、実施主体として多様なスポーツ団体著 (総合型Ⅲlb放ポーツクラノやスポーッ少年団、クラブチーム、プ[lスポーッチー
ム、民間事業者、フィットネスクラブ、大学等)を想定しな力ち対応。学校関係の組織・団体 (地域学校協働本部や保護者会等)も想定で

特定の運動種目に専念する活動だけでなく、休日等におけるスポーツ体験教室や体験型キャンス レクリエーション活動、複数の運動種目を
経験できる活動、障害の有無に関わらず誰もが参力口できる活動など、生徒の状況に適した機会を確保。適切な活動日数や活動時間とするI

既存のスポーツ団体の施帥 公共の運動施設の他、地域の中学校を1まじめ学校の体育施設なども1資極的に活用。

まずは休日について着実に進めた上で、次のスカ プとして平日に取り組むことを基本とする。地閉め実情等I誌じて平日と休日を一体として
構築するなれ あり得る。市町村におtiて、地域スボーツ担当部署や学校の設置・管理担営を担う担当部署、封b放ポーツ団体、学校等の
関係者からなる協議会を設置し、活動の実施主体やスケジュー)レな駐 検討し実行。 <令和 4年度から令和 6年度の取組を例示>

参 加 者

実 施 主 体

活 動 内 容

活 動 場 所

構築方法等

・どの地域においても、受け皿となるパ ーツ団体等の整
備充実が必要郡 、地域スポーツ団体と中学校等との
連携が十分でないところが多い。

公共団体における取組の参考となるよう、連携や支援の在り方につして先

中学生を受け入れるスポーツ団体等につして、必要な予算の確保や乃ポーツ振興(じ
(toto)動咸t含めた多機な財源の確保による国の支援も検討。地囲め実情に応
じた支援体制の整備。

違的に
'萩

り組んでいる事例tまとめ提供。

・専門性や資質を有する指導者の量を確保する必要が

・教師等の中1こは専門的な知識や技量、指導経験が
あり、地域での乃ギ、―ツ指導を強く希望する者もいる。

ある。

。公共スポーツ施設やスボーツ団体・民間事業者等が
有するスポーツ施設だけで1よ足りない当b剪も想定される。

・スポーツ団体等が学校体育施磁 牙u用する場合、施
設管理を学校が行うと負担が増大するおそれがある。

指導者資格の取得や研修の実施の促造。〕SPOは、
いて、公認スポーツ指導者貧格の取得を義務付け。

部活動指導員の活用や、教師帯1こよる兼職兼業、企業・クラブチームや大学からの指
導者の派遣、動 スポーツ団体等と連携した人材パンクの設置な∴指導者の確保

のための国の支援方策の検討。
希望する教師が円滑に兼職兼業の許可を得られるよう、国は隣可の対象となり得る例
を周知するとともに、教育委員会は兼職嫌業の運用に係る考え方等を整理。

学校体育施設の活用を促進するため、地方公共団体やスポーツ団体等が連絡。調整
するための協議会を設立し、利用ルール帯の策定や、利用の割り当ての開整を行う。

施設利用の促違・学校の負担軽減のため、放課後や休日の学校体育施設の管理を、
指定管理者制度を活用するなれてスポーツ団体等に委託。

現 状 と 課 題 求 め ら れ る 対 応

スボーツ団体等
の整備充実
(第 3章 )

スポーツ指部者の
質・量の
確保方策
(第 4車 )

スポーツ施設の
確保方策
(第 5革 )



。大会の参加資格力学校単位lこ限定され、地域のス
ポーツ団体等鰺 カロは認められていないもの力協 。

。中的 技団体が主催する全国大会力幣 。
全国大会で1よより上を目指そうとして練習の長時間
化・過熱化によるか置我や故障、行き過説 指導等を
招いている。

・休日の大会参カロの引率に負担を感じている教師も
いる。大会運営の多くを教師が担つている実態がある。

・― ポ
ーツに支払う会買腺 護者にとつて大きな負

担となると躊層する恐れ。

・経済的に困窮する家庭におしては会資を支払うことが
難しい。

・地域移行後も安心して地域でス′ポーツ活動に参力nで
きるよう、生徒や指導者力

'怪
我等をしても十分な補償

を受ιナられるようにする必要力←ある。

・学校で運動部活動が運営され、教師力頂 間となつて
指導を押_う設郵莉提となつている関連諸制度につして、
地域でスポーツ活動に参カロする卸 えていく状況
I朝 さヽわしいものに、見直していく必要力←ある。

き支担。地方公共団体においても支援随 り方を見直し。

できる活動に参加している生徒等の成果発表の場としてふきわしい大会t整備。

対し、全国大会の開催回致の精選を要請。スポーツポランティアの活用。

大会運営体制について道切に見直すことを要請。

学校施設の低額での賞与など咆方公共団体や口からの支援、地元企業の施設の
利用や用民の寄膊 の支援。

例えtよ 地方公共団体1こおける園窮する求底へのスポーツに係る買用の縮動や、地元
企業からの寄附等による基金の創設などの取組に関し、日による支援方策も検討。

てヽ、災書共篇綸付と同程度の補償となるよう、国からスポーツ

編に明記。次期改訂晴 (注 :前回は平成29年に改訂)に、学校は、地置で行われ
るスポーツ団体等と連携・協働を深めることを規定することなどの見直しを検討。

高校入賦 :部活動の活動歴や大会成績のみではなく、部活向からうかがえる生徒の
個儀や憲欲、能力について、調査密のみならず生徒による自己評価資料、面接や小論
文など入試全体t通じて多画的に評価。

人事配置において過度に評価してしれることがあれば、道切に見直し。

生ヽ徒や複数の運動種目を経験

国から団体等に対し

靭 において、自分なりのペース

教師の採用 : て`、

、91き協

指導者や会員の

安全協会に補償内容の充実を要請。

日は、

保険加入を強く促す。

現 状 と 課 題 求 め ら れ る 対 応

大会の在り方
(第 6革 )

会買の在り方

(第 7革 )

保険の在り方

(第 8革 )

関連諸制度等
の在り方
(第 9車 )

※地域移荷が進められている間の学校における運動部活動の見直し (第10軍 )
運動部活動の地域移行を段階的に進めつつも、現在行われている学校の運動部活動についても、引き続き速やかな改革が求められる。
(誰もが参加しやすい汚動、複数の活動を経験できる活動日数や時間、指導体制の見直し、lll)或スポーツ団体等との連携・協働)
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